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平成30年6月28日

　「測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場
合において、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥
当性の評価を記録する」の要求事項に対する不十分である
ことの対応は、実施した妥当性の評価について、記録を作
成するよう改善を行う。
　また、ＱＭＳ文書の「原子力第１船原子炉施設　監視機器
及び測定機器の管理要領」に上記の改善を反映し、関係者
への教育・周知を行う。

平成30年11月22日

　不適合管理を行い、「GM管式サーベイメータ(GM-4)の故
障に伴う測定結果の妥当性評価結果」に記録した。また是
正処置を行い、「原子力第１船原子炉施設監視機器及び測
定機器の管理要領」を平成３０年１０月１日に改正して手順
を明記するとともに、保安管理課及び施設工務課の課員に
対して再発防止教育を行った。
　さらに、類似の事象として、平成３０年１０月２５日に「使用
済樹脂移送水一時受タンク液位差圧伝送器の校正外れ」が
発生したが、改正した手順にしたがって処理を行った。
　以上のことから、本指摘事項に対するフォローを完了す
る。

平成３０年度　第１四半期　指摘事項一覧  （処置結果追記分）

事業所名：国立研究開発法人日本原子力開発機構青森研究開発センター

前田　富成
森　一義

保安管理課長

　平成３０年度第１回保安検査において、放射線測定機器
の管理状況を確認したところ、「青森研究開発センター原子
炉施設品質保証計画書」の７．６（３）⑤「測定機器が要求事
項に適合していないことが判明した場合には、その測定機
器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価して記録す
る。」の要求事項に対して不十分であることが確認された。

　本件は、ＧＭ管式サーベイメータ（ＧＭ－４）の故障におい
て、それまでに測定した結果の妥当性評価として、平成２９
年１１月９日の施設定期自主検査以降、週１回の点検によ
り、１２月２６日までの間は当該サーベイメータの測定値の
正当性が保証された状態に維持されていたこと、１２月２６
日から故障を確認した１２月２８日までは測定に使用してい
なかったことから、故障までに測定した結果に影響はなかっ
たと評価しているものの、その評価結果が記録されていな
かったものであり、測定機器が要求事項に適合していないこ
とが判明した場合において、その測定機器でそれまでに測
定した結果の妥当性の評価を記録するように指導事項とし
て指摘した。

平成30年6月14日1
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平成３０年度　第３四半期　指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名：【廃止措置中】国立研究開発機構青森研究開発センター

なし


